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 以前にも「高次脳機能障害」をはあと（2007 年 2 月 No86）でご紹介したことがありますが、今回は

高次脳機能障害の方が退院された後にも利用できるリハビリ教室をご紹介したいと思います！ 

高次脳
こうじのう

機能
きのう

障害
しょうがい

とは？ 

人間の脳には、運動や感覚の機能のほかに、記憶・注意・遂行機能など、人間らしく生きるために重要

で高度な機能（＝高次脳機能）が備わっています。脳にダメージを受け、この高次脳機能に障害が生じ

ると、日常生活や社会生活を送ることが難しくなります。高次脳機能障害の原因としては、事故などに

よる外傷性脳損傷（頭部を強打することによって脳に損傷を受ける）や、脳梗塞、脳内出血、くも膜下

出血などの脳血管障害などがあります。高次脳機能障害は外見上わかりにくく、ご本人やご家族は周囲

の理解が得られずに、大きな負担を抱えていることが少なくありません。 

 

高次脳機能障害について、このようなリハビリ教室があります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さん・さんプラザの施設（プール・卓球室・トレーニング室等）の利用対象は、基本的に障害者手帳

（障害の種別は問いません）を持つ方ですが、このリハビリ教室は手帳の有無が条件ではありませんの

で、障害者手帳を持っていない方でも参加できます！！ 

※障害者手帳をお持ちでない方も相談の上、さん･さんプラザの施設を利用できる場合もあります。 

 つい先日まで暑い暑いと思っていたのがうそのように、あっと 

いう間に朝夕は冷え込むようになりましたね。 

 読書の秋・運動の秋・そして食欲の秋！！みなさまどのような 

秋を過ごされる予定ですか？ 

高次脳機能障害者リハビリ教室 
さん･さんプラザ・心身障がい福祉センター共催 

高次脳機能障害があり、「地域に参加の場が少ない」という家族の声を受けて開催しています。 

普段の生活の中でリハビリができるようにお手伝いしています。 

＜ 場所 ＞ さん･さんプラザ（福岡市南区清水１丁目１７－１５） 

西鉄バス「清水町」より徒歩３分 西鉄天神大牟田線「高宮駅」より徒歩１０分 

＜開催日＞ 毎週火曜日 午前１０時～午後３時 （年間３３回） 

＜対象者＞ 福岡市内在住の脳卒中後遺症等で高次脳機能障害のある方 

＜ 内容 ＞ 午前：体操・運動メニュー（卓球バレー・フライングディスク・水泳等） 

      午後：手工芸・失語症グループ等のメニューの中から選択 

＜ 定員 ＞ ３５名 

＜ 費用 ＞ 無料（ただし、スポーツ保険料１５００円が必要になります。） 

＜申し込み・問い合せ先＞ 

さん･さんプラザ ０９２－５１１－１１３２ 

あいあいセンター（心身障がい福祉センター） ０９２－７２１－１６１１ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイネスハウス福重では専従の職員さんが介護

に当たってくれます。（外部サービスは使えません） 

 お部屋は「ホテル」をイメージして整えられてお

り、各部屋に必ずソファベッドが常備されている点

が、ご家族にとって嬉しい配慮だと思います。 

  

高次脳機能障害についてのパンフレットや家族支援相談会の日程表は相談室で自由に見ていた

だくことが出来ます。また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設のパンフレットも、本棚の中

や本棚横のパンフレットラックに整理していますので、興味のある方はぜひご覧ください。 

わからないこと等がありましたら、医療ソーシャルワーカーまで声をお掛け下さい！！ 

ミニ運動会開催のお知らせ！！ 
  来たる１０月２０日（土）午後３時より 
南病棟１階談話室にて、ミニ運動会を開催いたします。 
  南病棟の患者様が紅白に分かれ、熱戦を繰り広げ 
 ますので、応援をお願いいたします。 
ぜひ皆様足をお運びください♪ 

施設見学に行って来ました！！ 
１２月開所予定の施設です。現在は入所申し込み

受け付け中です。 

   マイネスハウス福重 
 ＜ 住所 ＞ 福岡市西区福重２丁目４３７－１ 
 ＜ 電話 ＞ ０９２－３２９－１５００（開設準備室） 
特別養護老人ホーム２９床（対象者：要介護１～５の方） 
介護付ケアハウス ２９床（対象者：要介護１～５の方） 
小規模多機能型居宅介護施設 ２５名 
     （対象者：要支援１・２、要介護１～５の方） 
 

 

ケアハウスとは 
在宅サービスを利用しながら入所生活する施設

で、食事、入浴の提供や、緊急時の対応、各種相

談、在宅サービスの有効な利用についての紹介な

どが行われます。 
■利用者できる方■ 
 ６０歳以上（夫婦で入所する場合はどちらかが

６０歳以上）の方で、自炊ができない程度の身体

機能の低下があるか、または高齢などのため独立

して生活するには不安がある方で、家族による援

助を受けることが困難な方です。 
※「介護付ケアハウス」ではその施設内のサービ

スのみ利用できるところと、外部の在宅サービス

（デイケア等）も利用できるところがあります。 

小規模多機能型介護施設とは 

「通い（デイサービス）」「訪問（ホームヘルプ）」

「泊まり（ショートステイ）」のサービスを組み

合わせ、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常

生活の支援及び機能訓練を行います。 

どのサービスを利用しても、なじみの職員による

サービスが受けられます。 

原則として日常生活圏域内でサービスの利用及び

提供が完結するサービスになります。 

 


